
JP 6757331 B2 2020.9.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の段階を順に含む、固体熱硬化発泡体の製造方法：
　（ａ）以下を含む膨張性及び熱硬化性組成物を提供すること：
　‐糖類、
　‐強酸、リン酸及び酸性無機塩から選ばれる酸触媒、ここで前記強酸の濃度は、０．１
Ｎ以上であり、前記リン酸の濃度は、０．１ｍｏｌ／ｌ以上であり、かつ前記酸性無機塩
の濃度は、前記組成物のｐＨが３以下となるような濃度であり、前記酸性無機塩は、アル
ミニウム、ガリウム、銅、亜鉛、銀、ニッケル、鉄及び鉛の硫酸塩、硝酸塩、塩化物並び
に臭化物から選ばれる、
　（ｂ）１ｍｍ以上の厚みを有するフィルムとして、前記膨張性及び熱硬化性組成物を支
持体に適用すること、又は前記膨張性及び熱硬化性組成物を型へ導入すること、
　（ｃ）前記膨張性及び熱硬化性組成物を１４０℃以上の温度に加熱して、固体熱硬化発
泡体のブロックを形成すること。
【請求項２】
　前記酸触媒を、強酸及びリン酸によって構成される群から選ぶ場合に、酸／糖類のモル
比は、１／６未満であることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フィルムの前記厚みは、２ｍｍ以上であることを特徴とする、請求項１又は２のい
ずれか一項に記載の方法。
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【請求項４】
　固体熱硬化発泡体の前記ブロックは、スラブであることを特徴とする、請求項１～３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記膨張性及び熱硬化性組成物は、６０重量％以下の水を含むことを特徴とする、請求
項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記糖類は、前記膨張性及び熱硬化性組成物の乾燥重量の７０％以上に相当することを
特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記糖類は、還元糖及び非還元糖から選ばれることを特徴とする、請求項１～６のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記糖類は、グルコース及びデンプン加水分解物から選ばれる還元糖であることを特徴
とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記強酸の濃度は、０．１～１．５Ｎであることを特徴とする、請求項１に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記膨張性及び熱硬化性組成物は、前記膨張性及び熱硬化性組成物の全体の乾燥重量に
対して、２０重量％以下の、一種以上の無機又は有機フィラーをさらに含むことを特徴と
する、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　得られる前記固体発泡体は、３０～６０ｋｇ／ｍ３の密度を示すことを特徴とする、請
求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　得られる前記固体発泡体は、閉気孔性を示すことを特徴とする、請求項１～１１のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　得られる前記固体発泡体のＸ線断層撮影法によって決定される気孔の平均直径は、１０
０～８００ｎｍであることを特徴とする、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、糖類及び酸触媒を含む膨張性組成物の化学反応及び発泡によって得られる、
固体熱硬化発泡体（ｓｏｌｉｄ　ｔｈｅｒｍｏｓｅｔ　ｆｏｒｍ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ミネラルウールをベースとする絶縁性製品の製造は、一般に、遠心法によってガラス繊
維又はロックファイバーを製造する段階を含む。バインダとしても知られている、水性サ
イジング組成物は、繊維が遠心デバイスと繊維収集用ベルトとの間を移動する際に、まだ
熱い繊維の上に噴霧され、そして続いて、繊維は、約２００℃の温度で熱硬化性反応を受
ける。
【０００３】
　バインダとして数十年にわたって使用されているフェノール樹脂は、再生可能な資源に
由来し、人間の健康に潜在的に有害であると考えられている化合物であるホルムアルデヒ
ドを全く又はほとんど放出しない製品によって、次第に置き換えられている。
【０００４】
　そして、国際公開第２００７／０１４２３６号から、還元糖及びアミン又はアンモニウ
ム塩をベースとするサイジング組成物又はバインダが知られており、かかる組成物又はバ
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インダは、とりわけメイラード反応によって硬化し、そしてそれらが適用されたガラス繊
維を結合させる。
【０００５】
　国際公開第２００９／０１９２３２号及び国際公開２００９／０１９２３５号は、同様
に、少なくとも一種の還元糖、及びリン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、硝酸アンモ
ニウム又は炭酸アンモニウムを含むガラス繊維用バインダを開示しており、これらの反応
体は、繊維が形成された直後に、ガラス繊維に適用され、その後にメイラード反応によっ
て反応することができる。
【０００６】
　国際公開第２０１２／０２８８１０号は、非還元糖及び無機酸の金属塩をベースとする
サイジング組成物を開示しており、この組成物は、硬化することができ、そしてそれが適
用されたガラス繊維を結合させることができる。
【０００７】
　国際公開第２０１２／１６８６２１号は、同様に、少なくとも一種の非還元糖、その非
還元糖の脱水のための少なくとも一種の触媒、少なくとも一種のアミン、及び少なくとも
一種の活性化エチレン性不飽和を含む、ガラス繊維用バインダを開示し、これらの反応体
は、繊維が形成された直後にガラス繊維に適用され、その後に反応することができる。
【０００８】
　最後に、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ、Ｖｏｌｕｍ
ｅ　７２、Ｏｃｔｏｂｅｒ　１９９５、に掲載された、Ｄｏｌｓｏｎらによる”Ｃａｒｂ
ｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｄｅｈｙｄｒａｔｉｏｎ　Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ”という題名
の論文では、濃縮硫酸存在下での炭化によって炭水化物を検出するための試験が説明され
ている。酸との自発的な反応による試料の破壊は、泡立ち現象（液状の泡の形成）及び強
い熱放出を伴う。反応生成物は、機械的強度を有しない炭化残留物である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、糖類をベースとする一定のサイジング組成物は、熱いガラス繊維の上に噴霧
される代わりに、一定の温度（約１５０℃）よりも高い温度で、相当に濃縮された形態で
加熱されたときに、強発泡性であるという、驚くべき発見に基づく。気体の放出は、硬化
反応と同時に起こる。開容器に導入され、かつ、十分な熱にさらされた液状の出発組成物
は、体積を増加し、増粘し、かつ硬化することによって仕上げられて、数分後、硬質な暗
色の発泡体を生じる。
【００１０】
　還元糖又は非還元糖をベースとする組成物がどのような実験条件下において熱硬化発泡
体を形成するのかを決定するために、我々は多数の試験を行った。特定の理論に限定しな
いが、本発明の発泡性組成物の硬化に関与する反応は、酸によって触媒される糖類の脱水
反応に基づいており、重合することができる、ヒドロキシメチルフルフラール（ＨＭＦ）
の形成をもたらす、と我々は考えている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　それ故に、本発明の主題は、発泡体タイプの絶縁性製品の製造のための膨張性及び熱硬
化性組成物としての、以下を含む組成物の使用である：
　‐糖類、及び
　‐強酸、リン酸及び酸性無機塩から選ばれる酸触媒。
【００１２】
　より具体的には、本発明の主題は、以下の段階を順に含む、断熱性製品として使用する
ことができる固体熱硬化発泡体の製造のための方法である：
　（ａ）以下を含有する膨張性及び熱硬化性組成物を提供すること：
　‐糖類、
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　‐強酸、リン酸及び酸性無機塩から選ばれる酸触媒、
　（ｂ）１ｍｍ以上の厚みを有するフィルムとして、支持体に膨張性組成物を適用するこ
と、又は膨張性及び熱硬化性組成物を型に導入すること、
　（ｃ）膨張性及び熱硬化性組成物を、１４０℃以上の温度にまで加熱して、それにより
、固体熱硬化発泡体のブロックを形成すること。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明において使用することができる糖類は、還元糖又は非還元糖であることができる
。
【００１４】
　「還元糖」は、少なくとも一つのアルデヒド又はケトン基（還元性基）を示す、式Ｃｎ

（Ｈ２Ｏ）ｐの炭水化物を意味すると理解される。本発明において使用することができる
還元糖としては、単糖類及び多糖類（二糖類、小糖類及び厳密な意味での多糖類）が包含
される。
【００１５】
　ヘキソース、すなわち六個の炭素原子を含む糖類、例えばグルコース、マンノース、ガ
ラクトース及びフルクトースなどは、好ましくは使用されるであろう。
【００１６】
　ラクトース又はマルトースは、還元糖として使用することができる二糖類の例である。
【００１７】
　デンプンの酵素加水分解又は酸加水分解によって得られるデンプン加水分解物も、有利
には使用をしてよい。
【００１８】
　本発明において好ましくは使用される非還元糖は、スクロース及びトレハロースである
。
【００１９】
　本文書を通じて、用語「糖類」は、原文中において単数形で使用される場合であっても
、還元糖及び／又は非還元糖の混合物を、常に等しく包含する。
【００２０】
　糖類の脱水を触媒する酸は、強酸、すなわち水に溶解したときに完全に解離する酸、で
あることができる。使用することができる強酸としては、ハロゲン化水素酸、すなわち塩
酸、ヨウ化水素酸及び臭化水素酸、硫酸（Ｈ２ＳＯ４）、硝酸（ＨＮＯ３）、塩素酸（Ｈ
ＣｌＯ３）、過塩素酸（ＨＣｌＯ４）、マンガン酸（Ｈ２ＭｎＯ４）、過マンガン酸（Ｈ
ＭｎＯ４）、トリフルオロ酢酸、並びにフルオロアンチモン酸（ＨＦ．ＳｂＦ５）、マジ
ック酸（ＨＳＯ３Ｆ．ＳｂＦ５）、トリフルオロメタンスルホン酸（ＨＳＯ３ＣＦ３）、
フルオロスルホン酸（ＨＳＯ３Ｆ）及びピロ硫酸（Ｈ２Ｓ２Ｏ７）を包含する超酸、が包
含される。
【００２１】
　膨張性組成物の発泡及び硬化を効果的に触媒するためには、強酸は、０．１Ｎ（ｐＨ＝
１）以上、好ましくは０．５Ｎ以上の濃度で使用すべきである。
【００２２】
　リン酸は、強酸ではないが（ｐＫａ１が約２）、０．１ｍｏｌ／ｌ以上の濃度、好まし
くは０．２ｍｏｌ／ｌ以上の濃度で使用されるならば、脱水用の酸触媒として使用するこ
とができる。
【００２３】
　酸触媒を、強酸及びリン酸から選ぶ場合には、酸／糖類のモル比は、好ましくは１／６
未満、好ましくは１／４０～１／８、特には１／３５～１／９、理想的には１／３４～１
／１０である。使用される糖類が、炭水化物モノマー単位のオリゴマー又はポリマーを含
む場合（例えば、グルコースモノマー単位を含むデンプン加水分解物）には、糖類のモル
数は、モノマー単位のモル数に等しい。
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【００２４】
　最後に、酸触媒は、酸性無機塩であることができる。「酸性無機塩」は、純水（ｄｅｍ
ｉｎｅｒａｌｉｚｅｄ　ｗａｔｅｒ）に導入されたときに、そのｐＨを３未満の値に下げ
ることのできる無機塩、を意味すると理解される。
【００２５】
　これらの酸性無機塩は、アルカリ金属及びアルカリ土類金属の無機塩を包含しないが、
多数の遷移金属塩を包含する。
【００２６】
　酸性無機塩の例としては、アルミニウム、ガリウム、銅、亜鉛、銀、ニッケル、鉄及び
鉛の硫酸塩、硝酸塩、塩化物並びに臭化物、に言及することができる。
【００２７】
　我々は、硫酸アルミニウム、硫酸銅及び硝酸銅を用いて良好な結果を得ており、これら
は特には好ましい。
【００２８】
　酸性無機塩は、組成物のｐＨが３以下、好ましくは２．５未満、理想的には２未満であ
るような濃度で、好ましくは使用されるであろう。
【００２９】
　固体発泡体の形成のために本発明において使用される膨張性及び熱硬化性組成物は、一
般に、水を含む。この水は、本質的に、糖類の溶媒として機能する。
【００３０】
　本発明の方法において使用される膨張性組成物は、空気中に細かく分散される必要があ
るわけではないことを考慮すると、組成物の粘度が十分に低いよう注意することは、無機
繊維バインダの場合よりは、重要性が低い。無機繊維用の水性バインダは、噴霧時に、少
なくとも９０％、実際にはもっと言えば９５％、の水を含むが、本発明の膨張性組成物は
、よりずっと濃縮されており、かつ、よりずっと粘性がある。
【００３１】
　それらは、有利には、６０重量％以下の水、特には３５重量％以下、好ましくは２５重
量％以下、より好ましくは１５重量％以下、理想的には５重量％以下の水を含む。
【００３２】
　したがって、加熱前の膨張組成物の乾燥物質含有量は、４０重量％以上、特には６５重
量％以上、好ましくは７５重量％以上、より好ましくは８５重量％以上、理想的には９５
重量％以上である。
【００３３】
　糖類は、合計で、膨張性組成物の乾燥重量の７０％以上、好ましくは８０％以上、特に
は９０％以上に相当する。
【００３４】
　糖類及び酸触媒は、膨張性組成物の主要かつ不可欠な成分であるが、膨張性組成物は、
最終的な熱硬化発泡体の特性を改善すること、又は製造コストを低減することを意図した
幾つかの他のアジュバント及び添加剤を含むことができる。ただし、これらのアジュバン
ト及び添加剤の総量は、好ましくは、膨張性組成物の乾燥重量の３０％を超えない。
【００３５】
　したがって、膨張性組成物は、例えば、最終発泡体の気孔の平均寸法及びサイズの分散
を低減すること、又はフィラーの取り込みを促進することを意図した、一種以上の界面活
性剤を含むことができる。膨張組成物は、有利には、全膨張組成物の乾燥重量に対して、
１～１５重量％、好ましくは２～１０重量％の、一種以上の界面活性剤を含む。
【００３６】
　本発明で使用される膨張性組成物は、膨張性組成物全体の乾燥重量に対して、２０重量
％以下、好ましくは１０重量％以下の、一種以上の無機又は有機フィラーを、さらに含む
ことができる。
【００３７】
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　最後に、膨張性組成物は、例えば染料、顔料、抗細菌剤又は抗真菌剤、難燃剤、ＵＶ吸
収剤又は疎水剤などの、ポリマーの加工及び変形のために業界で従来から使用されている
一種以上の他の添加剤を含むことができる。これらの添加物は、合計で、好ましくは、組
成物の乾燥重量の１０％以下に相当する。
【００３８】
　非常に希薄な形態ではそれ自体が知られている反応性組成物は、このように、本発明の
方法においては、序文で言及した従来技術の文献において記載した方法とは完全に異なっ
た方法で使用される。組成物は、互いに接着結合した繊維のブランケットを形成する目的
のために、熱い無機繊維上に微細な液滴の形態で噴霧されることはなく、コンパクトな非
分散形状のままである。それらの乾燥物質含有量は、従来技術の組成物よりもかなり高い
。
【００３９】
　膨張性組成物を、連続したフィルムの形状で支持体上に広げるときには、加熱前、すな
わち膨張及び硬化前、のフィルムの厚さは、好ましくは２ｍｍ以上、特には５ｍｍ以上、
より好ましくは１０ｍｍ以上である。
【００４０】
　形成される発泡体ブロックの体積は、非常に広い範囲の間で変化できる。膨張性組成物
が、連続的なプロセスにおいて使用されるとき、例えば絶縁性材料のストリップ又はプロ
ファイル要素を形成するときには、体積は、潜在的に無限である。膨張性組成物を用いて
、別個のブロック、例えば発泡体のスラブ又はシートを形成するときには、その量は、好
ましくは、固体熱硬化発泡体の各ブロックの体積が５００ｃｍ3以上、好ましくは０．０
０１ｍ3以上、特には０．０１ｍ3以上になるような量である。
【００４１】
　発泡体のブロックは、好ましくはスラブの形状で提供される。
【００４２】
　糖類を反応させるために、膨張性組成物を、少なくとも１４０℃の温度に加熱する必要
がある。反応温度は、好ましくは１５０℃～１８０℃であろう。この温度は、無論、反応
混合物の中心部で測定される温度である。
【００４３】
　熱風、熱放射、マイクロ波、又は高温の支持体（型）と接触させることなどの、ポリマ
ーの加工及び変形の分野で知られている任意の標準的な手段を、段階（ｃ）において膨張
性組成物を加熱するために、原則として、使用することができる。
【００４４】
　無論、加熱手段（乾燥炉、支持体、型）の温度は、上記の反応温度よりも高くてよく、
例えば１６０～２１０℃であってよい。
【００４５】
　本発明の別の主題は、本発明の主題である方法によって得ることができる固体発泡体で
ある。
【００４６】
　本発明の方法によって製造される固体発泡体は、暗褐色から黒色である。それらの密度
は、３０～６０ｋｇ／ｍ3である。
【００４７】
　それらは閉気孔性を示し、Ｘ線断層撮影法によって決定される気孔の平均直径は、１０
０～８００ｎｍである。
【実施例】
【００４８】
[例１]
[無機塩]
　グルコース一水和物の粉末に酸触媒（酸性無機塩）の水溶液を加えることによって、数
種の膨張性及び熱硬化性組成物を調製する。粉末を分散させるために、周囲温度で混合物
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をかき混ぜる。
【００４９】
　乾燥物質量として表された糖類及び酸性無機塩の相対量、ｍｏｌ／ｌでの酸触媒の濃度
、及び調製された組成物の全固形分を、表１ａに示す。
【００５０】
　それぞれの組成物は、およそ１ｍｍの厚みを有するフィルムとして、平底アルミニウム
皿（直径５ｃｍ）に導入される。この皿を、２００℃に加熱された乾燥炉に導入する。２
０分後に、皿を取り出し、周囲温度において冷却し、形成された発泡体の厚さを観察する
：
　評価尺度：
　‐：０．５ｃｍ未満
　＋：０．５～１ｃｍ
　＋＋：１．１～２ｃｍ
　＋＋＋：２．１～３ｃｍ
　＋＋＋＋：３．１～４ｃｍ
　＋＋＋＋＋：４ｃｍを超える
【００５１】
【表１ａ】

【００５２】
　形成された発泡体は、すべて茶色から黒色である。
【００５３】
　比較として、酸触媒を除くか、又は、酸性無機塩（Ａｌ2（ＳＯ4）3、ＣｕＳＯ4及びＣ
ｕ（ＮＯ3）2）を、組成物を３未満のｐＨにまで酸化することを可能にしない無機塩と取
り代えることによって、類似の組成物を調製する。
【００５４】
　結果を、下の表１ｂに示す。
【００５５】
【表１ｂ】

【００５６】
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　これらの試料は、２０分間の硬化工程後には、黄色からキャラメル色であった。発泡体
の形成は観察されない。
【００５７】
[例２]
[強酸及びリン酸]
　グルコース一水和物の粉末９ｇに、表２ａ及び表２ｂに示す濃度を有する酸触媒（強酸
又はリン酸）の水溶液６ｍｌを加えることによって、数種の膨張性及び熱硬化性組成物を
調製する。混合物内で粉末を分散させるために、周囲温度で混合物をかき混ぜる。
【００５８】
　使用される酸触媒のｍｏｌ／ｌ濃度、また、調製された組成物の全固形分を、表２ａに
示す。
【００５９】
　それぞれの組成物は、およそ１ｍｍの厚みを有するフィルムとして、平底アルミニウム
皿（直径５ｃｍ）に導入される。この皿は、２００℃に加熱された乾燥炉に導入される。
２０分後、皿を取り出し、周囲温度において冷却し、形成された発泡体の厚さを観察する
。評価尺度は、例１のものと同一である。
【００６０】
【表２ａ】

【００６１】
　０．１ｍｏｌ／ｌ以上の濃度で使用された塩酸、硫酸及びリン酸は、茶色から黒色の、
容積が大きい発泡体を生じる。不可解なことに、硝酸は、たとえ高濃度であっても、他の
酸よりも比較的小さい程度にしか発泡しない。
【００６２】
　比較として、同一の酸を、０．０１ｍｏｌ／ｌの濃度で使用する。結果を下の表２ｂに
示す。
【００６３】
【表２ｂ】

【００６４】
　発泡体は、形成されない。
【００６５】
　我々はまた、Ｄ－グルコースを増量した酢酸（弱酸）に接触させることによって、かつ
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、同一条件下で混合物を加熱することによって、一連の試験を実行した。１５ｍｏｌ／ｌ
よりも大きい濃度の酢酸であっても、発泡体の形成は観察されない。
　本発明の態様として、以下の態様を挙げることができる：
《態様１》
　以下の段階を順に含む、固体熱硬化発泡体の製造方法：
　（ａ）以下を含む膨張性及び熱硬化性組成物を提供すること：
　‐糖類、
　‐強酸、リン酸及び酸性無機塩から選ばれる酸触媒、ここで前記強酸の濃度は、０．１
Ｎ以上であり、前記リン酸の濃度は、０．１ｍｏｌ／ｌ以上であり、かつ前記酸性無機塩
の濃度は、前記組成物のｐＨが３以下となるような濃度であり、前記酸性無機塩は、アル
ミニウム、ガリウム、銅、亜鉛、銀、ニッケル、鉄及び鉛の硫酸塩、硝酸塩、塩化物並び
に臭化物から選ばれる、
　（ｂ）１ｍｍ以上の厚みを有するフィルムとして、前記膨張性組成物を支持体に適用す
ること、又は前記膨張性及び熱硬化性組成物を型へ導入すること、
　（ｃ）前記膨張性及び熱硬化性組成物を１４０℃以上の温度に加熱して、固体熱硬化発
泡体のブロックを形成すること。
《態様２》
　前記酸触媒を、強酸及びリン酸によって構成される群から選ぶ場合に、酸／糖類のモル
比は、１／６未満、好ましくは１／４０～１／８、特には１／３５～１／９、理想的には
１／３４～１／１０であることを特徴とする、態様１に記載の方法。
《態様３》
　前記フィルムの前記厚みは、２ｍｍ以上、好ましくは５ｍｍ以上、特には１０ｍｍ以上
であることを特徴とする、態様１又は２のいずれか一項に記載の方法。
《態様４》
　固体熱硬化発泡体の前記ブロックは、スラブであることを特徴とする、態様１～３のい
ずれか一項に記載の方法。
《態様５》
　前記膨張性組成物は、６０重量％以下、好ましくは２５重量％以下、より好ましくは１
５重量％以下、特には５重量％以下の水を含むことを特徴とする、態様１～４のいずれか
一項に記載の方法。
《態様６》
　前記糖類は、前記膨張性組成物の乾燥重量の７０％以上、好ましくは８０％以上、特に
は９０％以上に相当することを特徴とする、態様１～５のいずれか一項に記載の方法。
《態様７》
　前記糖類は、還元糖及び非還元糖から選ばれ、好ましくは還元糖から選ばれることを特
徴とする、態様１～６のいずれか一項に記載の方法。
《態様８》
　前記糖類は、グルコース及びデンプン加水分解物から選ばれる還元糖であることを特徴
とする、態様７に記載の方法。
《態様９》
　前記強酸の濃度は、０．１～１．５Ｎ、好ましくは０．１５～１．２Ｎ、特には０．２
～１．０Ｎであることを特徴とする、態様１に記載の方法。
《態様１０》
　前記膨張性組成物は、前記膨張性組成物の全体の乾燥重量に対して、２０重量％以下、
好ましくは１０重量％以下の、一種以上の無機又は有機フィラーをさらに含むことを特徴
とする、態様１～９のいずれか一項に記載の方法。
《態様１１》
　態様１～１０のいずれか一項に記載の方法によって得ることができる、固体発泡体。
《態様１２》
　前記固体発泡体は、３０～６０ｋｇ／ｍ３の密度を示すことを特徴とする、態様１１に
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記載の固体発泡体。
《態様１３》
　前記固体発泡体は、閉気孔性を示すことを特徴とする、態様１１又は１２のいずれか一
項に記載の固体発泡体。
《態様１４》
　Ｘ線断層撮影法によって決定される気孔の平均直径は、１００～８００ｎｍであること
を特徴とする、態様１１～１３のいずれか一項に記載の固体発泡体。
《態様１５》
　以下を含有する組成物の、発泡体タイプの絶縁性製品を製造するための膨張性及び熱硬
化性組成物としての、使用：
　‐糖類、
　‐強酸、リン酸及び酸性無機塩から選ばれる、酸触媒。
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